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先抜け方式として発注する工事について 

 

 このことについて、現在、工事及び業務を複数の工区に分割して同時に発注する場合

に先抜け方式を実施しておりますが、下記のとおり複数の工事を同時に発注する場合に

おいても先抜け方式として実施することができることとしましたので、適切な事務の執

行をお願いします。 

 

記 

 

１ 適用対象 

   同種・同規模の複数の工事を、同一の指名業者又は同一の入札参加資格要件によ

り同時に発注する場合 

２ 実施手続き 

   実施に当たっては、「山口県工区分割発注先抜け方式実施要領」の３から６まで 

  の規定を、「工区」を「工事」に、「分割」を「同時」に読み替えのうえ準用するも 

のとする。 

 ３ 施行時期 

   平成２８年４月１日以降入札公告及び指名通知する工事から適用する。 
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